
札幌控訴院（現在の札幌高等裁判所）として建てられ、後に資料
館として開館。現在は市民の美術作品の展示が行われるなど、芸
術文化を発信する場となっている。

 さっぽろの  

今や約196万人が暮らす街へと発展した札幌。ここでは、札
幌の発展に尽力した人物の功績や、市内にある建物の歴史
的背景、見どころなどを紹介。札幌の歩みを振り返ります。

歴史めぐり

今 月 は 資料館（旧札幌控訴院）

利 用 案 内

開館時間9時～19時
休館日月曜（祝日の場合はその翌日）、
年末年始
所在地中央区大通西13
入館料無料。ミニギャラリー、研修室の
貸し出しは有料（いずれも要予約）
交通機関地下鉄東西線「西11丁目」駅
から徒歩約5分
詳細 251-0731

札幌国際芸術祭（SIAF）に関するスペースのほか、札幌出身の画
家・おおば比呂司の作品を集めた記念室などを見学できます。ミニ
ギャラリーや研修室は、一般の方への貸し出しを行っています。
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